
議案第９ ４そ

公の崔識の指定管ミ考の指定について（コミ ュニティ センター潮

美音会館）

地ｊ＝ｊ自治悵（ｍ口 ２２ 年法律第 ６７ そ） 第２ ４４ 条の ２第 ３項に規定する指

定管理者として次のと おり 指定する こと について、回条第 ６項の規定に より、

議会の議決を求め る。

令和 ６年 １　１１　２　１　日提鴇

記

南あわじ市長　守　本　憲　 リじし

１　 指定管ミ考に管理を行わせよう とするぬの施設の名称

コミ ュニティ セン ター潮美七会館

２　 指定管‾ｔ者となる回体

所在嵬　　南あわじ市潮美音 １丁 目１ ９番嵬１９

佑　称　　潮美七自治会

会長

３　 指定の期間

令和 ７年４１ ＴＬ 日から令私９年３ Ｊ］ ３１ 日まで



 



【コ ミュ ニテ ィセ ンタ ー潮美台会館】
指定管ａ者候補者ｉｌ定に回する資料

指定 管ＩＩ者指定 串請 書（ 写） ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 ＰＩ

指定 管ＩＩ者指定 串請添付資料 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ２

指定管ＩＩ業務にかかる協定書 Ｐ３



様衣單１ 哘（第３粂Ｍイ茖）

指定管ミ考指定申諸寄

聨

指定を

喚けよ

うとす

る目］体

名　称 潮美台自治会

本務所の

所在竟
南あわじ市潮美音 １丁 目１ ９きｔ１９

管ミを行おう とす

る包の施鼈の名称
コミ ュニティセンター潮美七会館

添　付　書　類

口　 本業計画書

に　 団体の概要説扇書

に　 回体の活動実績書

に］ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（事務処珂１欄）

殆和 し． 年匸目づ日



１

施設名称 コミ ュニティ セン ター潮美音会館

回体の概要

団体名称 ：潮美台自治会

　

回体概Ｒ：

・９ｉ成員（ 自治会役員）

・人　 ロ（Ｒ６ ．５ ｊｊ 末現在） タ３　６７６人、女　７０３人、計　 １， ３７９人

・世帯数 （Ｒ６．５ＪＩ末現在）　　 ６２５　１：帯

Ｊ、緊化率（６５ 歳ｇ、上）　 ３０ 、３％（４１８人）

２　 回体のほ勵実績

ゆヅガー孔がし六貳か示白で勍 Ｍブ：叫湊川水加奈社
ヴよ了叮ｘう八バドし郤でが皿丿顯｀ぼ洫槙

ヅノリラゾとア伺す申 ぶる 靴び 眥バンプ 皀拮か
ｆ

３　 管３１をｆｉ う施設の事業計画

１） 管ＪＩＪ営の ｊｌ本方針

尚子別い匹いずみドダ な削う拝ｔｙダ爆靫ヤ八牡席や糺がＸＴられ
～

濆縦不１秀八牡レｙプ シが そりしにりら
２） 管をえ営体執

顋ズしぢ 白竚欸跟歟バゾプ⑤万ぐピぐ
３） 緊急時の査絡体執

χ－　　－

とーミむぢｃ蜒タヘ＝ うヅハブゾビ １　 １・ ’゛そ
４） 設置 目的のた めのなり 祖み

でごパそこな燧て 八八⑤ニ　そ
：犬‘ム づへづぷわ付賺うご１？「ぢ＝へじ。

ごふ，
／ｉ ……… 万万ぐ匹で尚ｔダンプ頌糺と回圦

い訟、ヰ蝉ブ……’１ ぢ゛’・ ｊｊｊ



圉あわじ市地域集会施設の管大乱営に獸する協皃言

施設名： コミ ュニティ センター潮美台会館

所在巡： 南あわじ市潮美七１丁 目１９ニ蛬逖１９

南あわじ市（以下 「市」と いう 。） と潮美七自治会（八下 ［指定管万考］と いう 。）

とは、南あわ じ市コミ ュニティ センター潮美佶会館（八下 「地域集会施設」 とい う。）

の管ミミ営に関する業務（以下 「管ミ業務」 とい う。 ）について、 南あわじ市恆の施

鼈に係る指定管万考の指定手続等に瘋する条例（‾凖敗１７年南あわじ市条例第 ２０６そ）

第７ 条の規定に基づき 、次の事項に より 協定を締結す る。

（趣 回）

第１ 条　 この協定は、 商あわじ市地域集会施設条例（平成 １７ 年頻あわ じ市条例第１６

号。 罧下 「条例」 とい う。 ）第 ４条の規定により 指定号ミ者に指定された指定管理

考が行う 地域集会施数の管理業務にＭし必要な事項を定めるものとする。

（号ミ業務）

第２ 条　 市は、住民相互のふれあい と住民の連帯意識を深め実 りあ る人顋聡成を図

るために号ミしてきた地域東会施設の鼈置理念に基づき行 う号ミ業務を効果的か

つ効率白ちに実施する ため、条例第 ４条の規定に‾趾づき 、次に掲げる 号ミ業務を指

定号万Ｒ考に行わせる もの とする。

（１）逖城集会施設の維嶌鷽ミにＭする こと

（２）逖域東会施設の嵬鴇者がその朧物又は附属設備等を破損 し、 又は崔失 したと

きにおける損害賠償の手続にＭする こと

（３）前 ２倚に掲げる もののほか、 市長が別に定める業務

（指 定管理者の責務）

第３ 条　 指定号ミ者は、地方自 治法その他の関係法令Ｒび条例その他の関係規程等

並びに二 の協定の定め ると ころ に従い信義にかっ て誠実に これを履行レ 地城隻

会施設が適ｊＥかつ口 滑に遅售され るよ うに号ミ しな ければな らな い。

２　 指定号ミ考は地域集会施設を常に善良なる号ミ考のこ意をもって号万しなけれ

ばな らない。

３　 指定管理者は、施数使用者の被災に万する第一次責任を有レ施設又は施設使

鴇考に災害があった場合は、迅速かつ適切な筒完、を行い、連やかに市に報告し、

市の指示 に従 うも のと する。

４　 指定号ミ考は、管理業務の継続が困難と なった場合又はその恐れが生じた場合

には、連やかに市に報告し、市の指示に従う もの とす る。

（指定の期間）

第４ 条　 市が指定管理者に指定号ミ者と して指定する期『萵は、令うＦ口７ 年４ Ｊヨｊ１ 日か

ら令秘９年３ １３１日 までとする。

２　 管理業務に係る事業年度は、毎年４ 犬レＬ日 から翌年 ３プ］３１日 までとする。

（事業報告）

第５ 条　 指定号ミ者は、実施し万事業の鸚容Ｗび実績について、毎事業年度終了後

５Ｊ］３ １日 まで に、 管理業務に係 る事業報告書を市に提ｍし なければなら ない。

２　 前項の事業報告書に記載する事項は、次のと おり とする。 ただ し、 市が指示し

たと きは 、售診方法に よる もの とす る。



（１）管ミ業務の薗施状況

（２）その他市が必要 と覬める事項

３　 市は、管ミ業務の適ユＥを期するため、 指定管ミ者に対し、前項に掲げるも のの

ほか管理業務‾反び経ミの状況に関 し、 必要に応 じて臨時に報告を求め、実地に調

査し、又は必要な指示をするこ とができ る。

（管万経費）

第６ 粂　 甦嵬集会施設に係 る管理経費については、すべて指定管理者の負担 とす る。

（施設修繕等）

第７ 粂　 地域集会施設八び設備機器等の修繕等については、すべて指定管ミ考が自

この費用 と責任において実施するも のと する。

（緊急時の対応）

第８ 粂　 指定期「萵中 、管ミ業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生し

すうち合、指定管理者は速やかに必要な措置を售恰る とと もに、市を含魁愾孫考に

対して緊急事態発圭の 回を通報 しなければな らな い。

２　 事故等が発生 した場合、指定管ミ考は市 と協力して事故等の原因調査に售たる

もの とす る。

（市によ る指定の取り 消い

第９ 粂　 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該白すると認めたと きは、指定

管ミ者の指定を取 り示し又は期顋を定めて管万業務の兔部又は一部を停止させ

るこ とができ る。

（１）本協定内容を履行せず、 スはこれらに違縦した とき

（２）管万獸務の実施に際 し‾彫を行為があった とき

（３）管ミ業務の処理が著 しく 不追佶と 認め られるとき

（４）粂例の廃止等に より 指定をす る必要が なく なっ たとき

（５）前各倚の他指定管ミ者が地朧生会施設の管ミ考 として慟万亂務を継続するこ

とが適售でないと 認め られるとき

２　 市は、前項に基づいて指定の取 り消 しを行お うと する とき には、事前にその回

を指定管ミ考に通加した上で、 次の事項について指定管ミ考と協議を行わな けれ

ばな らない。

（１）指定の詢、ち消 しの理聚

（２）指定管万考によ る改善策の提示と 指定の取 り消 しまでの猶予期間の設定

（３）その他必要な事項

３　 第１ 項の規定によ り指定をおり 示し、又は期笥を定めて慟万業務の全部叉は一

部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害・ 損失や増加費用が生しても、

市はその賠償の責めを負わない。

（指定管理者によ る指定の取り 消しの申 出）

第１０粂　指定管ミ考は、次のいずれかに該当する場合、市に対 して指定のお り示し

を申 し出るこ とができ るものと する。

（１）市が本俗才内容を履行せず、 又はこれに違縦したとき

（２）市の責に帰すべき事聚に より 指定管ミ考が損害又は損失を披つ牝とき

（３）その他指定管ミ慝が必要と愉める とき

２　 市は、前項の申七を受けた場合、指定管万考との協議を径てその措置を決定す

るも のと する。

（原状回復義務）

竿ｎ 粂　 牝覬管天子け、その牝をの期顋が儁干したと き、 フ、は指定をやり 消さ れｙ　’χ



若し くは期愾を定めて管ミの業務の全部若し くは一部の停止を命じ られたと きは、

その管回 しな くな った施設又は設備機器等を速やかに罌、状に回復 しな ければなら

ない、ただし、市の承認を得た場合は、 この限り ではない。

（損 害賠償等）

第］２条　指定管理者は、が亂集会施設の喩え業務の履行にあた り、 又は指定管理者

のｍ定か取り ｍさ れた場合において、指定管ミ者の責に帰すべき事由に より 市又

は第三者に損害を 与え たと きは 、そ の損害を賠償 しな ければな らな い。 ただし

市が特５３１」の事情かおると簒めたと きは、市はその全部スは……一詼、を免除するこ とが

でき るも のと する。

２　 前項 の場合におい て、 損害 を受 けた第二者の求め に応 じ市が損害を賠償 したと

きは、市は指定喩え者にが して求償権を有す るも のと する。

（権利・ 義務の譲渡の禁止）

第１３条　指定管理者は、この協定によって圭 じろ権ｊｉミ｜］ 又は義務を第三者に譲渡し、

若し くは継承させ、又は担保に供してはなら ない。

（個 人情報の保護）

第１４条　指定管ミ希は、管ＪＩ業務を実施するに售たっての個人情報の取り 扱いにつ

いて は、 ＳｉＪＲ ［個人情報掫扱特記事項］ を厳守しなければなら ない。

（協定の改定）

第１５条　地域集会施設の管ミ業務に関し、事情が変ぞ した とき又は特ｍな事情が生

じた とき は、 市指定喩回者協議の上、こ の協定を改定する こと がで きる。

（疑義等についての協議）

第１６粂　 この協定に関 し疑義が生じ たと き又 はこ の協定に特Ｍ Ｉ」 の定 めの ない事項に
１

ついては、市指定毫回考協議の工、 これ唐定める もの とす る。

この 協定の締結を証す るた め、 本書 ２・ を作成し 、市指定ＷＪＩ者兄佑押印 の上、

各自その １通を保有する。

令和 年　　 ｊｊ 日

南あ わじ市 兵庫県鵬あわ じ市市廱光寺 ２２ 番地１

南あわじ市長

指定管万考

守　本　憲　 リム

兵庫県圉あわじ

潮美佶白 迄会長

緋

ｆ　　　　　 。犬

⑩



別記

「個 人情報句、扱特記事項」

（基本的事項）

第１　 指定子ミ考は、個人情報の保護の重ヤ生を胤羸レ この協定によ る事務を実
施す るに 售た って は、 関係法令等の規定に従 い、 個人 の権利利益を侵害する こと

のないよ う、 個人情報の取扱いを適切に行わなければなら ない。

（収集の 制限）

第２　 指定子ミ考は 、こ の協定に よる 事務 を行 うた めに個人情報 を収集す ると きは、

事務の目 的を達成する ために込要な範囲内で、適法かっぬｊミな手段に より 行わな

ければな らない。

（目 的外利用 ・提供の 制限）

第３　指定子ミ者は、市の指示がある場合を除き、 この協定によ る事務に関して‰］
るこ とのでき た個人情報を協定の目 的ふ㈲の 目的に利用し、スは市の承諾な しに

第ミ者に提供 して はな らな い。

（安歛管理措置）

第４　指定子ミ考は、この協定による事務に関 して‰］るこ とのできた個長愾報につ
いて、個長儁報の顔えい、 滅失‾）攵びき損の防止その他の個人情報の安隹子ミのた
めに必要かつ適切な措置を講じなければなら ない。

（廃棄）

第５　指定黽ミ考は、この協定による事務に関 して加る こと のできた個人情報につ
いて 、保有す る必要が なく なっ たと きは、確実かつ速やか に廃棄又 は消宍し 、市

にそ の記録を報告 しな ければな らな い。

（秘密の保持）

第６　 指定子ミ考は、こ の協定に よる事務にＭ して‰る こと のできた個八儁報をみ
がり に他人に知らせて はな らな い。 この協定が終了し、又は解除さ れた後におい

ても 、「鵈様 とす る。

（複 写又 は複製の禁止）

第７　指定子ミ考は、この協たによる事務を処万するために市からち｜き 渡されたイ荳
犬儁報が記録 された資料等 を市の承諾な しに複写スは複製 して はな らな い。

（特定の場所八外での取扱いの禁止）

第８　指定子ミ考は、この協常による事務を処ミするために個人情報を取 り扱 うと
きは、市若し くは指定子ミ考の事務所又 は協定書において 定め た履行場所で行う

もの とし 市が承覬 しすこ場合を 除き 、萢該場所八外の場所で個 人情報を おり 扱つ

てはなら ない。

（事務従事者への周知‾ｋび指導・ を暼）

第９　指定瓏ミ考は、その事務に従事している考に対して、 この協定によ る事務に
愾して加るこ とのできた個人情報をみだりに他人に祕らせ、又は不葹な 目的に使
用し ては なら ない こと など、個人情報の保護 に必要な事項 を周 似］ し、 適リ］な 取扱

いが なさ れる よう 指導 ・を暼す るも のと する。

［］蒻、任体制の整備）

第１０　 指定子ミ考は、こ の協定に よる個犬纎報のぬ扱いの責任者八び事務従事者
の管理体制・ 実施体制 を定 め、 市に書面で報告し なければなら ない。

２　 指定子ミ者は、前項の 責任者‾反び事務従事者を 変‾覧す る場今は 、市 に報告しか

ければな らな い。

（再委貌）

第１１　 指を腦ミ考は、市の承諾を得て個人情報を取 り扱 う業務を第二者に委託 （詰
典そ の監二れ に類する 行為 を今 魁。 以下 「再委託」と いう 。） する 場合 、そ の再



委託契約において 、市 と指定管ミ兮との協定で定める義務 を慝該再更ニ脆を受ける

考（八下 「再委託先」 とい う。 ）も 奈う もの とし て再委託先に 肖該義務 を遵守さ

せる ために必要な措置をと らな ければな らな い。 その後に承諾を得た第二者につ

いて も同様と する。

２　 指定管ミ考は、再委託 を行 う場合（再委託す る相手方スは再委託す る業務内容

を変 ‾ｙする 薙合 を古む。 ）に は、 市に所定の告亙を提ｍ し、 市の承諾を得なけれ

ばな らな い。

３　 指定管理者は 、‾号令託を行っ た場合は、再委託 した業務 に係 る再委託先の行為

について、市に対し棄ての責任を奈 うも のと し再更貌に係る業務の履行状況を
せミ ・監督すると とも に、 市の求めに応じて、管ミ・ 監醫の状況を市に適宜報告
しなければな らない。

４　 前３ 項の規定は、 指定管ミ考が市の承諾を得て、 再委託先が個人情報を取り扱

う業務を さらに第二者に委託（獵飯その他二れに類する行為を售魁、） する場合
（３ ペ委貌ふ降も古魁。） において も笳、］様と する。

（資料等の返還等）

第１２　 指定督ミ考は、この協定による事務を処理するために、市から提供を受け、
又は指定管ミ考自 らが収集 レ若 しく は作成した個人情報が笆録 された資料等 は、

この協定完了後直 ちに本に皿し、又 はち｜き浪す もの とす る。 ただ し市がＳＤに

指示 した ときは售該方法による もの とする。

（立入調査）

第１３　 市は、指定管ミ者‾）攵び再委託先 （３ 次委託彩、降も古尨。 ）が協定によ る事務の
執行 に售 たり 取り 扱っ てい る個人情報の状況につ いて 、随時調査す る二 とが でき

る。

（遵守状況の報告）

第１４　 市は、必要かおる と認める とき は、 この協定が求める個犬嶺報の取扱いに係
る遵守状況の報告 を指定管ミ考に求 める こと ‾反び当 該報扱い について指定管ミ考

に適切な措置をと るよ う指示するこ とができ る。

２　 指定管ミ考は、前項の報告の求め又 は指示が あっ た場合は、連やかに応 じなけ

ればなら ない。

（事故発圭時における報告）

第１５　 指定管ミ考は、こ の協定に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、
その事故の発生に係る 帰責の有無に 関わ らず、直 ちに市に対し て、 肖該事故に関

わる 個人情報の内容、 件数、事故の発圭場所、発圭状恍を書面によ り報告レ市

の指示に従わ なければなら ない。

２　 指定管理者は、個人情報の渥えい等の事故が発生 し把場今に備 え、 市その他の

瘋係考と の連絡、 証拠保釡、被害拡大の防止、復 Ｎ日 、再発防止の措置 を迅速かつ

適リ］に実施する ため に、 緊急時筒応鴃售を定めなければなら ない。

３　 本は、二 の協定に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に方

じて葹該事故に関する情報を公表するこ とができ る。

（契剔の解除）

第１ ６　 市は、指定管ミ考が本黙記事項に定める 義務 を果たさ ない場合 は、 この協定

によ る業務の砠部又は一部を解除するこ とができ るものとする。

２　 指定督ミ考は、前項の規定に基づく 協定の解除に より 損害 を披った場合におい

ても、市にその損害の賠償を求める 二と はできない。

（損害賠償）

第１７　 市は、指定管理者が本社記事項に定める規定に違縦し、スは怠った こと によ
り損害を披っ た場合に は、 指定管ミ考に対して損害の賠償を求める こと がで きる。


